
令和３年７月13日  
可児市立各小中学校 保護者 様 

可児市教育委員会   
教育長  堀部 好彦 

   
学習者用「1人1台タブレットパソコン」の正式運用について 

 

 酷暑の候、保護者の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。日頃は可児市

の教育に対し、ご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

さて、各小中学校の全児童生徒に貸与するタブレットパソコンの正式運用を、今年度から開始しました。

（２月中旬に基本的な内容についてお知らせしましたが、整備や設定作業に時間を要し、当初の予定から延びて

います。） 

つきましては、下記の配付物とその内容をご確認いただき、期日までに「可児市立小中学校学習者用タブ

レット貸与に係る誓約書」を学校へご提出ください。なお、ご不明な点等ございましたら、可児市教育研究

所までご連絡ください。 
 

記 
 

１．配付文書と対象等   
配付文書 配付対象 保管 備考 

(1)「１人１台タブレットパソコン」にお
ける正式運用について 

保護者   

(2) 可児市立小学校・中学校タブレット
活用のルール 

全児童生徒 家庭 
・必要事項を記入して各家庭で保管 
・各教室に1枚拡大掲示 

(3) 可児市立小中学校学習者用タブレ
ット貸与に係る誓約書（裏面に遵守
事項を記載） 

保護者 
学校 

（～各卒業まで） 
・必要事項を保護者が自署し、各家庭
より学校へ提出 

(4) 可児市立小中学校学習者用タブレ
ット貸与規程 

保護者 家庭  

(5) 貸与物品盗難・毀損・紛失届 保護者 家庭➝学校 ・各家庭で保管し、随時提出 

 
２．提出書類 

  ・ 可児市立小中学校学習者用タブレット貸与に係る誓約書（裏面に遵守事項を記載） 
 
３．提出期限 

・ 令和３年7月１９日（月）まで 

※ 各学校（担任）へ提出 
 
４．その他 

・ 本文書の配付時に、児童生徒に対して、タブレットパソコン使用、ルール等の指導を行います。

ご家庭でもご指導をよろしくお願いします。 

・ 現在は校内のみ、主に授業で活用していきます。家庭への持ち帰りは、操作やルール順守がなさ

れた上で決定します。ただし、緊急事態宣言等による長期休校措置の場合は、家庭へ持ち帰るこ

とを予定しています。その際には、Wi-Fi環境の有無に応じた学習ができるよう、市教育委員会、

学校で検討しています。 

・ 保証対象外となる主な事由は、「地震・噴火・津波等」、「故意によるもの」、「異物混入」、「紛失・

置き忘れ」、「汚れ・かすり傷」などです。破損、故障、盗難等については、貸与規程に沿って判断

した上、保証規約内の故障等については、無償で対応（修理等）します。 
  

〈 問い合わせ先 〉 

  可児市教育研究所 
電話 ６３－４８４１ FAX ６３－６７８３ 
E-mail kyoikukenkyu@city.kani.lg.jp 



 

 



令
れい

和
わ

３年
ねん

７月
がつ

１３日
にち

  

可児市
か に し

立
りつ

小
しょう

学校
がっこう

 タブレット活用
かつよう

のルール 
可児市
か に し

教
きょう

育
いく

委
い

員
いん

会
かい

 
 
１．タブレットの基

き

本
ほん

のこと   

①タブレットは市
し

・国
くに

のものです（市
し

・国
くに

のお金
かね

（税金
ぜいきん

）で購
こう

入
にゅう

：1台
だい

 約
やく

6万
まん

8千円
せんえん

）。可児
か に

市
し

立
りつ

小
しょう

中
ちゅう

学校
がっこう

の

児
じ

童
どう

生
せい

徒
と

に対
たい

し、その在学
ざいがく

中
ちゅう

に一人一人
ひとりひとり

に貸
か

し出
だ

されるものです。 
  

②原則
げんそく

、入学
にゅうがく

から６年間
ねんかん

、同
おな

じタブレットを使
し

用
よう

します。卒
そつ

業
ぎょう

時
じ

に学校
がっこう

へ返
かえ

します。転校
てんこう

の場
ば

合
あい

も学校
がっこう

へ

返
かえ

します。（転
てん

入
にゅう

先
さき

の学校
がっこう

で新
あら

たなタブレットが貸
か

し出
だ

されます） 
 

③全員
ぜんいん

が安心
あんしん

・安全
あんぜん

・気持
き も

ちよく使
し

用
よう

するために「ルールを守
まも

る」ことが大切
たいせつ

になります。（守
まも

られない場
ば

合
あい

は貸
か

し出
だ

すことができなくなります）ルールは保護
ほ ご

者
しゃ

と一緒
いっしょ

に必
かなら

ず確認
かくにん

してください。 
 

④学
がく

習
しゅう

活動
かつどう

に使
つか

うためのものです。学
がく

習
しゅう

活動
かつどう

に関
かか

わること以
い

外
がい

（ゲーム、動
どう

画
が

を見
み

る、SNS等
とう

）は使
し

用
よう

で

きません。 
 

⑤壊
こわ

れた、盗
ぬす

まれた等
とう

の場
ば

合
あい

、（わざとしてしまったなど）ルールが守
まも

られていないと判断
はんだん

した場
ば

合
あい

は、お金
かね

を

払
はら

ってもらうことになります。それ以
い

外
がい

の場
ば

合
あい

は、保
ほ

証
しょう

制
せい

度
ど

を使
つか

って修
しゅう

理
り

します。（修
しゅう

理
り

の間
あいだ

は原則
げんそく

、

別
べつ

のものを貸
か

し出
だ

します） なくした、傷
きず

がついた等
とう

は保
ほ

証
しょう

制
せい

度
ど

は使
つか

えません。 
 
 

２．使
し

用
よう

場
ば

所
しょ

・使
し

用
よう

時
じ

間
かん

     

①学校
がっこう

（原則
げんそく

、朝
あさ

の会
かい

・授
じゅ

業
ぎょう

・帰
かえ

りの会
かい

のみ）と自
じ

宅
たく

のみで使
し

用
よう

する。（登
とう

下
げ

校
こう

中はカバンから出
だ

さない、外
がい

出
しゅつ

先
さき

では使
し

用
よう

しない、放
ほう

課
か

後
ご

の活動
かつどう

は先生
せんせい

のタブレットを使
し

用
よう

するなど） 
 

②（平日
へいじつ

・休
きゅう

日
じつ

ともに、学校
がっこう

・自
じ

宅
たく

合
あ

わせての）使
し

用
よう

時
じ

間
かん

は「低
てい

学年
がくねん

７時
じ

から２０時
じ

まで」「中
ちゅう

学年
がくねん

７時
じ

か

ら２１時
じ

まで」「高
こう

学年
がくねん

７時
じ

から２１時
じ

３０分
ぷん

まで」と「就
しゅう

寝
しん

の１時
じ

間
かん

前
まえ

まで」で、１日
にち

の合計
ごうけい

使
し

用
よう

時
じ

間
かん

は３時
じ

間
かん

以
い

内
ない

とする。（状
じょう

況
きょう

によって先生
せんせい

の指示
し じ

に従
したが

う） 
 

③続
つづ

けて使
し

用
よう

する場
ば

合
あい

は原則
げんそく

３０分
ふん

以
い

内
ない

とする。（３０分
ふん

に１回
かい

１分
ぷん

以
い

上
じょう

、目
め

や体
からだ

を休
やす

める） 

 
 

３．使
し

用
よう

について     
（１）機器

き き

について       

①丁寧
ていねい

に・大切
たいせつ

に扱
あつか

う。 

・落
お

とさない ・投
な

げない ・ぶつけない ・落
らく

書
が

きをしない ・強
つよ

く押
お

さえない ・地
じ

面
めん

に置
お

かない  

・シールを貼
は

ったりアクセサリーを付
つ

けたりしない ・水
みず

にぬらさない ・磁
じ

石
しゃく

を近
ちか

づけない  

・鉛筆
えんぴつ

やとがったものなどを画
が

面
めん

に付
つ

けない ・タブレットの上
うえ

に物
もの

（カバンなど）を置
お

かない  

・画
が

面
めん

を操
そう

作
さ

しながら歩
ある

かない ・持
も

ったまま走
はし

らない ・ストーブや日光
にっこう

の下
した

など熱
あつ

い所
ところ

に置
お

かない  

・湿
しっ

気
け

の多
おお

い所
ところ

で使
し

用
よう

しない  
  

②タブレットのデスクトップのアイコンの名
な

前
まえ

や並
なら

び方
かた

、位置
い ち

、背景
はいけい

の画
が

像
ぞう

、デスクトップの色
いろ

などの設定
せってい

は操
そう

作
さ

しない。（変更
へんこう

しない、落
らく

書
が

きしない） 
 

③タブレットやインターネットが使
し

用
よう

できなくなったり（再
さい

起
き

動
どう

をしても元
もと

に戻
もど

らないなど）、壊
こわ

れた、なく

した、盗
ぬす

まれた等
とう

があったりした場
ば

合
あい

は、すぐに先生
せんせい

や学校
がっこう

に連絡
れんらく

する。そのときに、指
し

定
てい

の届
とどけ

用
よう

紙
し

を提
てい

出
しゅつ

する。（「日
にち

時
じ

」、「場
ば

所
しょ

」、「状 況
じょうきょう

（使
し

用
よう

ソフト、操
そう

作
さ

、関係者
かんけいしゃ

、保護
ほ ご

者
しゃ

への報告
ほうこく

はしたか等
とう

）」を明確
めいかく

にする。自
じ

宅
たく

で起
お

きた場
ば

合
あい

は、まず保護
ほ ご

者
しゃ

に報告
ほうこく

し、その後
ご

、18時
じ

までは学校
がっこう

へ電
でん

話
わ

連絡
れんらく

し、それ以
い

外
がい

は

次
つぎ

の日
ひ

の登校
とうこう

時
じ

に担任
たんにん

の先生
せんせい

または学校
がっこう

の先生
せんせい

に伝
つた

える） 
  



（２）個
こ

人
じん

情
じょう

報
ほう

について     

①タブレットの ID・パスワードを他
た

人
にん

に教
おし

えたり、他
た

人
にん

が見
み

えるところに書
か

いたり貼
は

ったりしない。  
 

②タブレットを他
た

人
にん

に貸
か

したり、使
し

用
よう

させたり、他
た

人
にん

のタブレットを無
む

断
だん

で操
そう

作
さ

したりしない。  
 

③動
どう

画
が

や画
が

像
ぞう

、ソフトウェアをダウンロードしたりアップロードしたりしない。 
 

④インターネット利
り

用
よう

上
じょう

、怪
あや

しいサイトに入ってしまったときは、すぐに、先生
せんせい

（学校
がっこう

）や保護
ほ ご

者
しゃ

（家
いえ

）

に連絡
れんらく

する。 
 

⑤自
じ

分
ぶん

や他
た

人
にん

の個
こ

人
じん

情
じょう

報
ほう

（名
な

前
まえ

や住
じゅう

所
しょ

、電
でん

話
わ

番号
ばんごう

、写真
しゃしん

など個
こ

人
じん

の特定
とくてい

できるもの）はインターネット上
じょう

に絶対
ぜったい

に書
か

き込
こ

まない。 
 

⑥学
がく

習 上
しゅうじょう

、文字
も じ

を入
にゅう

力
りょく

したり、仲
なか

間
ま

とやり取
と

りしたりする場
ば

合
あい

、相
あい

手
て

を傷
きず

つけたり、嫌
いや

な思
おも

いをさせ

たりすることを絶対
ぜったい

に書
か

き込
こ

まない。 
 

（３）実際
じっさい

の使
し

用
よう

について        

①タブレットで作成
さくせい

した資
し

料
りょう

やインターネットから取
と

り込
こ

んだデータ（写真
しゃしん

や動
どう

画
が

など）は、先生
せんせい

が許
きょ

可
か

し

たものだけ保
ほ

存
ぞん

する。また、使
し

用
よう

しないデータや不
ふ

要
よう

なデータは、原則
げんそく

、速
すみ

やかに消
しょう

去
きょ

する。 
 

②カメラは先生
せんせい

が許
きょ

可
か

したとき以
い

外
がい

は使
し

用
よう

しない。原則
げんそく

、人
ひと

を撮影
さつえい

したり、人
ひと

の家
いえ

や持
も

ち物
もの

などを撮影
さつえい

した

りしない。（するときは先生
せんせい

とその関係
かんけい

者
しゃ

に許
きょ

可
か

を得
え

る） 
 

③学校
がっこう

での保
ほ

管
かん

は各
かく

指
し

定
てい

の充
じゅう

電
でん

保
ほ

管
かん

庫
こ

とする。タブレットを使
し

用
よう

しない場
ば

合
あい

は、毎回
まいかい

充
じゅう

電
でん

保
ほ

管
かん

庫
こ

にしまう。 
 

④USB等
とう

の接続
せつぞく

機器
き き

は使
し

用
よう

しない。 
  

⑤学校
がっこう

と自
じ

宅
たく

以
い

外
がい

でWi-Fi接続
せつぞく

はしない。（学校
がっこう

と自
じ

宅
たく

以
い

外
がい

ではインターネット等
とう

を利
り

用
よう

しない） 
 

⑥画
が

面
めん

から２０㎝以
い

上
じょう

離
はな

し、学
がく

習
しゅう

にふさわしい姿
し

勢
せい

（椅子
い す

に座
すわ

って背
せ

筋
すじ

を伸
の

ばす）で見
み

たり操
そう

作
さ

したりす

る。（視
し

力
りょく

の維持
い じ

や向
こう

上
じょう

に心
こころ

がける） 
  

⑦長
ちょう

期
き

休
きゅう

業
ぎょう

等
とう

で自
じ

宅
たく

に持
も

ち帰
かえ

る場
ば

合
あい

は、専用
せんよう

ACアダプターで、自
じ

宅
たく

で充
じゅう

電
でん

をする。（充
じゅう

電
でん

が100%の

状
じょう

態
たい

で登校
とうこう

する） また、自
じ

宅
たく

での保
ほ

管
かん

は、保護
ほ ご

者
しゃ

の目
め

の届
とど

く場
ば

所
しょ

とする。 

 
 

４確認
かくにん

署名
しょめい

   

私
わたし

は「可児市
か に し

立
りつ

小
しょう

学校
がっこう

 タブレット活用
かつよう

のルール」を理
り

解
かい

し、守
まも

ります。 
  

可児市立旭小
しょう

学校
がっこう

 
  

令和３年度 （  ）年
ねん

（  ）組
くみ

（   ）番
ばん

  氏
し

 名
めい

  （自
じ

署
しょ

）                   

                      保護
ほ ご

者
しゃ

氏
し

名
めい

（自
じ

署
しょ

）                    
    
※内容をご確認いただき、署名いただいた後は、各ご家庭にて保管ください。 

 



 

可児市立小中学校学習者用タブレット貸与規程 

 

（目的）  

第１条 この規程は、可児市立小中学校に在籍する児童生徒に対する学習者用タブレットの貸与に関して

必要な事項を定めることを目的とする。  

 

（定義）  

第２条 この規程において「学習者用タブレット」とは、学校での学習活動に必要不可欠な教材・教具と

して使用するための設定及びセキュリティに係る対策を講じたタブレット型情報端末をいう。  

 

（貸与物品）  

第３条 この規程により貸与を行う物品（以下「貸与物品」という。）は、学習者用タブレット本体及び

その付属品とする。  

 

（貸与対象者）  

第４条 貸与物品の貸与を受けることができる者は、可児市立小中学校に在籍する児童生徒とする。  

 

（管理）  

第５条 市立小中学校の長（以下「学校長」という。）は、貸与状況を常に明らかにするために可児市立

小中学校学習者用タブレット貸与管理台帳（第１号様式）を備え、少なくとも１月に１回、貸与

物品の所在を確認のうえ、これに記載するものとする。  

２  学校長は、貸与状況に変更が生じたときは、可児市立学校学習者用タブレット貸与管理台帳（第

１号様式）に記載するものとする。  

 

（貸与期間）  



 

第６条 貸与物品の貸与期間は、貸与を決定した日から卒業日前の３月以内で学校長が定める日（以下

「貸与期間終了日」という。）までとする。  

 

（貸与に係る費用）  

第７条 貸与物品の貸与に係る費用は、無償とする。  

 

（貸与の条件）  

第８条 貸与物品の貸与を受けようとする者は、可児市立小中学校学習者用タブレット貸与に係る誓約書

（第２号様式）を学校長に提出しなければならない。  

２  学校長は、前項の誓約書の提出を受け、これを審査し、適当と認めたときは、貸与を決定するも

のとする。  

 

（貸与物品の変更）  

第９条 学校長は、必要があると認めるときは、前条第２項の規定により貸与を受けた者（以下「利用

者」という。）に貸与した貸与物品を変更することができる。  

 

（貸与物品の取扱）  

第１０条 利用者は、貸与物品について細心の注意を払って管理しなければならない。  

２    利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。  

(1)貸与物品を利用者以外の者（利用者を指導する教職員を除く。）に使用させ、又は転貸す

ること。  

(2)貸与物品を売却、廃棄又は故意に破損すること。  

(3)貸与物品に装飾等を行い、受領時の状態に戻せないようにすること。  

(4)貸与物品を学習活動以外に使用すること。 

(5)貸与物品を利用し、利用者以外の者に対して危害を加えること。  



 

(6)貸与物品に学校長の許可なくソフトウエア（アプリ）をインストールすること。  

(7)学校長が定める学習者用タブレット取扱いガイド等に反する行為を行うこと。  

(8)その他学習者用タブレットの貸与の目的に反すること。  

  

３   利用者は、可児市教育委員会（以下「市教育委員会」という。）又は学校長から貸与物品の管

理運営にあたり必要な指示があったときは、その指示に従わなければならない。  

 

（遵守事項）  

第１１条 前条の規定によるもののほか、利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。  

(1)貸与物品を用いたデータ等の受発信について、利用者の責任において行うこと。 

 (2)必要に応じて、市教育委員会又は学校長が貸与物品の利用履歴を確認することに同意する

こと。  

 

（充電及び通信に係る経費）  

第１２条 利用者は、貸与物品の使用にあたり、次に掲げる経費を負担しなければならない。  

(1)在籍する市立小中学校以外の場所における貸与物品の充電に係る経費  

(2)市教育委員会又は学校長が整備した通信以外の通信に係る経費  

 

（盗難・毀損・紛失の届出）  

第１３条 利用者は、貸与物品の盗難・毀損・紛失があったときは、直ちに学校に報告するとともに、貸

与物品盗難・毀損・紛失届（第３号様式）を学校長に提出しなければならない。  

２    前項の場合において、当該事由が利用者の故意又は重大な過失によるものと認められるとき

は、利用者がその現品又は対価の弁償を求めることがある。  

３  盗難に遭い、警察への届出後、一週間を経過しても発見されない場合は、市で代替品を提供す

る。 



 

 

（損害賠償）  

第１４条 利用者は、貸与物品の使用にあたり、利用者の責に帰すべき理由により市又は第三者に損害が

生じた場合は、その損害を賠償する責任を負う。  

２    貸与物品の使用にあたり、利用者の故意又は過失により個人情報の漏えい等の事故が生じた場

合は、市は、その責任を負わないものとする。  

３  貸与物品の使用にあたり、次に掲げる故障は、市で修理を実施し、負担する。 

    (1)本規程に従って正常に使用したにもかかわらず、内部の部品不具合等で、市がその対象と

判断した故障（自然故障） 

    (2)破損、破裂、汚損、水漏れ（水没）等の外部的な要因に起因し、正常に動作しなくなる等

の故障（物損故障） 

  ４   利用者は、貸与物品の使用にあたり、次に掲げるいずれかに該当する場合は、自然故障また

は物品故障であっても、経費を負担しなければならない。ただし、授業や学校で定められた

教育活動において、学校教員が指導をしている際に発生したものについては、事情を考慮し

たうえで判断するものとする。 

      (1)利用者の故意もしくは過失に起因する場合 

      (2)天災地変（地震、噴火、津波等）に起因する場合 

      (3)煙害、公害、塩害、温泉地における大気中の腐食性物質に起因する場合 

      (4)鳥糞、ねずみ食い、虫食い等の同部物や虫に起因する場合 

      (5)高温、高湿度等の過酷な使用に起因する場合 

      (6)埃が多い所、煙や油煙の多い所、湿度の高い所、急激な温度変化がある所、振動が強い

所、磁石、スピーカーなどの時期を発するものの近くなどで使用したことに起因する場

合 

      (7)通信環境（インターネット等）を介してダウンロードしたデータ、プログラムまたはそ

の他ソフトウェアに起因する場合 



 

      (8)紛失、置き忘れ、その他の事由により、貸与物品を保有しておらず、貸与物品の状態が

確認できない場合（盗難により貸与物品を保有していない場合を除く） 

      (9)経年変化あるいは使用損耗により発生する現象で、通常使用に支障のない部分で経年劣

化の範囲に相当する場合（外装品、塗装面、メッキ面、樹脂部分、自然退色、変色、劣

化、錆、腐食、カビ変質、バッテリーの消耗、その他類似の事由等） 

 

（貸与決定の取消し）  

第１５条 学校長は、第６条に規定する貸与期間中であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、

貸与の決定を取り消すことができる。  

(1)利用者が理由なく学校長が定める期間を超えて登校できないとき。  

(2)利用者が貸与された学校に在籍しなくなったとき。  

(3)利用者が第１０条及び第１１条の規定に違反したとき。 

 (4)利用者が貸与物品に代わる自己の情報端末を使用することなどにより貸与物品が不要にな

ったと認められるとき。  

(5)定期一斉点検など貸与物品の管理運営において特別な事情が生じたとき。  

 

（貸与物品の返却）  

第１６条 利用者は、貸与期間終了日までに、貸与物品を返却しなければならない。  

２    利用者は、前条の規定により貸与の決定を取り消されたときは、学校長が定める日までに、貸

与物品を返却しなければならない。  

３    利用者は、貸与物品を前２項の規定により返却を要する日までに返却せず、学校長が再度返却

を求めた期日にも返却しないときは、貸与物品の価額を弁償しなければならない。  

４    学校長は、第１項又は第２項の規定により貸与物品が返却されたときは、貸与物品返却確認チ

ェック表（第４号様式）により、当該貸与物品が正常に作動すること及び毀損箇所がないこと

を確認するものとする。 



 

 

（連帯保証）  

第１７条 利用者の保護者（親権者又は未成年後見人）は、第１２条から第１４条まで及び前条の規定に

より利用者が負担すべき一切の債務について当該利用者に連帯して保証しなければならない。  

 

（事務手続の代行）  

第１８条 貸与物品の貸与に関する事務は、所属職員のうちから学校長が指名した者に行わせることがで

きる。  

 

（その他）  

第１９条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、可児市教育長が別に定める。  

 

附 則  

この規程は、令和３年５月１０日から施行する。  



第３号様式(第１３条関係) 

貸与物品盗難・毀損・紛失届 

区分 盗難 ・ 毀損 ・ 紛失  （該当に○） 

対象 
学習者用タブレット 

本体 ・ キーボード ・ ACアダプター （該当に○） 

端末管理番号  

発生年月日 令和   年   月   日 

理由及びその状況並びに今後の対応（できるだけ詳細に記載してください） 

                                                

                                             

                                             

                                             

                                             

上記のとおり報告します。 

 

令和   年   月   日 

 

学校長 様 

 

住 所  ：                                      

 

  利用者  ：  可児市立             学校     年     組    

 

 （氏名）                                  

 

保護者  ： （氏名）                                   

 
※署名は必ず本人が行ってください。 

※ 盗難の場合は、警察に本届を提出し、その証明書を添付してください。 

  （保証適用に盗難届が必要になります） 

https://www1.g-reiki.net/owase/reiki_honbun/i610RG00000553.html

